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  作成の趣旨 
 

 

・北区では、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリー

法）に基づく、「北区バリアフリー基本構想【全体構想】」や区を３つの地区に区分して

「北区バリアフリー基本構想【地区別構想】」を策定するなど、地域一体での連続的・

面的なバリアフリー整備やこころのバリアフリー等の取組を進めています。 

・基本構想の推進にあたっては、障害当事者や専門家で構成する「区民部会」により、

「まちあるき点検」として、施設の現地確認及び意見交換を重ねてきました。まちある

き点検のなかでは、移動等円滑化基準に則ったバリアフリー整備が行われても、使い

勝手が悪かったり、管理・運用面等で新たなバリアが生じてしまう場合があるなど、新

たな課題が提示されました。 

・そこで、まちあるき点検等で得られたバリアフリー整備に関する区民意見（良い点や

改善点）を“知見”として整理し、赤羽地区・滝野川地区・王子地区の関係事業者や施

設管理者に周知を図り、基本構想に定めた「共通の配慮事項」とあわせて、それぞれの

事業推進の中で配慮した取組を実施していただけるよう協力を依頼していきます。 
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  これまでの取組経緯 
 

・北区では平成14年に「北区交通バリアフリー基本構想」を策定し、バリアフリー整備に
取り組んできました。 

・平成18年に施行された通称「バリアフリー法」やその後の社会情勢の変化を踏まえ、平
成27年度に北区が取り組むバリアフリーの基本方針や考え方を定めた「北区バリアフ
リー基本構想【全体構想】」を策定し、平成28年度から平成30年度に各地区における重
点整備地区や生活関連経路等の設定及び実施する事業内容を定めた「北区バリアフリ
ー基本構想【地区別構想】」を策定しました。 

・検討の過程では、計画の検討・承認を行う協議会の下部組織として「区民部会」を設
け、バリアフリー化が進んだ施設及びバリアフリー化に向けた更なる改善が必要な施
設等について、現地確認や意見交換を実施してきました。現地確認・意見交換の趣旨と
して、以下の３点があります。 

①バリアフリーの課題把握と改善提案 

②設計段階・整備段階での提案 

③バリアフリー整備後の確認による残された課題の把握 

・これらの取組からは、区全体におけるバリアフリー推進のために重要な知見が多く得
られました。本知見集では、まちあるき点検において、現地確認・意見交換の内容を例
として、バリアフリー整備に関する区民意見（良い点や改善点）をとりまとめていま
す。 

年度 
取組内容  

基本構想の策定・評価に関連する取組 まちあるき点検に関連する取組 
こころの 

バリアフリー 
平成 27

年度 
全体構想 策定 

 

人的対応・
こころのバ
リアフリー
の推進に向
けた取組を
実施（区立
小中学校へ
のアンケー
ト調査、VR
動 画 作 成
等） 

平成 28
年度 

地区別構想① 
【赤羽地区】 策定 

 
 

平成 29
年度 

地区別構想② 
【滝野川地区】策定 

特定事業計画① 
【赤羽地区】 作成 

・なでしこ小学校等複合施設見
学会 

平成 30
年度 

地区別構想③ 
【王子地区】 策定 

特定事業計画② 
【滝野川地区】作成 

・浮間舟渡駅駅前広場バリアフリー化検
討会（東京都） 

令和元 
年度 

 特定事業計画③ 
【王子地区】 作成 

・赤羽地区・NTC 周辺まちある
き点検 

・浮間舟渡駅駅前広場バリアフリー化検
討会（東京都） 

令和２ 
年度 

【赤羽地区】【滝野川地区】の進捗状況把握 
→ 中間評価とりまとめ 

・滝野川地区まちあるき点検 

令和 3 
年度 

【王子地区】の進捗状況把握 ・王子地区まちあるき点検 
・王子第一小学校施設見学会 

令和４ 
年度 

 ・赤羽地区まちあるき点検 
・浮間舟渡駅駅前広場バリアフリー化意

見交換会（東京都） 

 

令和５ 
年度 

 ・赤羽地区まちあるき点検（大橋
病院、生活関連経路） 

・滝野川地区（滝野川体育館、滝
野川公園） 

～具体的な取組の
展開 
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  基本的な考え方 
 

・区内では、これまでにも多くの施設でバリアフリー化に向けた取組が実施されてきま

した。バリアフリー整備を考える上では、バリアフリー法や東京都福祉のまちづくり

条例等に定められる基準適合義務に従った整備が原則となります。 

・これまでのまちあるき点検においては、基準を満たしたバリアフリー整備がされても、

使い勝手が悪かったり、管理・運用面等で新たなバリアが生じてしまう場合がみられ

ます。また、道路と施設敷地など管理者が違うと整備内容も異なり連続性に配慮が欠

けるなど、新たな課題も指摘されています。一方で、軽微な改修・運用・維持管理につ

いては、バリアフリーに関する基準やマニュアルはありませんが、施設独自の工夫に

より対応している好事例もあります。 

・バリアフリー整備にあたっては、当事者目線で整備や運用・維持管理を考えていくこ

と、また、自己の施設だけで考えるのではなく、周辺施設と連続し一体的な整備となる

ように配慮することが重要です。 

 

バリアフリー整備における基本的な考え方 

①高齢者、障害者等の多様なニーズを聞いて、当事者目線で使い勝手を考

える。 

②多様な関係者との連携・調整を図り、空間面でも運営面でも連続性・一

体性のあるバリアフリー化を実現する。 

③多様な立場からの「気づき」を共有し、他の施設でも活かせるように水

平展開を図る。 
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  バリアフリー整備における知見 

４-１ 本章の構成について 

・本章は、これまでまちあるき点検を行ってきた特定事業の項目毎に、まちあるき点検

からのご意見を踏まえ、障害特性別に配慮事項を整理しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ページ構成について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４－２ 障害特性別の配慮事項

4-2-1 旅客施設

4-2-2 道路

4-2-3 建築物

4-2-4 都市公園

4-2-5 信号機等

障害特性別の配慮事項 

肢：肢体不自由 

視：視覚障害者 

聴：聴覚障害者 

高：高齢者等 

（ベビーカー利用者・その

他） 

障害当事者等からの主な意見を示
します。 

課題箇所の参考事例を示し、その
改善事例を紹介するとともに、障
害当事者への配慮が必要な事項
や、その考え方について、わかり
やすい説明を記載します。 

まちあるき点検の対象箇所を示し
ます。 

対象施設を示します。 

施設内の該当箇所における、障害
特性別の配慮事項を記載します。 

該当箇所の見出しタイトルの後ろ
の記号は、配慮が必要な障害当事
者の障害特性を示す記号を付して
います。 

項目別に同じ
ように記載し
ます。 
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◆項目別ページのサンプル 

（１）視覚障害者誘導用ブロック 

【まちあるき点検での区民意見】 凡例：良い点（○）、改善点（△） 

△道路と沿道施設の視覚障害者誘導用ブロックが連続していないところが多い。施設

内に視覚障害者誘導用ブロックを敷設している所に対しては、道路管理者が必ず応

える必要がある。 

△道路と赤羽けやき台公園の視覚障害者誘導用ブロックの連続性を確保する必要があ

る。 

△道路境界部の背の低い車止めが視覚障害者誘導用ブロックのそばに設置されている

ため、視覚障害者が転倒する可能性がある。 

△ステンレス製の視覚障害者誘導用ブロックは、雨天時は滑る可能性がある。（写真４） 

○視覚障害者誘導用ブロックに5cm程度の側帯が付いて輝度比が確保されていてよい。

ただし、側帯は周囲の舗装の色とも近く、効果が低下するため注意が必要である。 

・・・・・ 

【配慮事項】肢：肢体不自由、視：視覚障害者、聴：聴覚障害者、高：高齢者等（ベビー

カー利用者・その他） 

道路と沿道施設との連続性の確保： 視 

・視覚障害者誘導用ブロックは、連続して整備されるよう配慮することが必要である。 

・視覚障害者の移動に必要な設備であり、安心して移動できるよう鉄道駅等の起終点

から目的施設までの経路となる道路や建物の出入口、建物内の案内設備に至るまで、

各施設設置管理者が相互連携を図り、誘導ブロックの連続性の確保に努める必要が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連続性が確保されていない 

道路改修の設計段階で、公園出入口に設置
された視覚障害者誘導用ブロックとの連続
性確保の視点が欠如していたため、接続さ
れていなかった。 

道路改修後に、接続先の公園管理者と協議
調整を行い、公園出入口に設置された視覚
障害者誘導用ブロックとの接続を行った。 

連続性の確保 改善後 
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視覚障害者誘導用ブロック付近に障害となる物を設置しない： 視 

・視覚障害者の移動の安全を確保するため、誘導ブロックを設置する際に、障害となる

物との離隔距離（60cm以上）を確保する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視認性・安全性の向上： 視・高 

・視覚障害者誘導用ブロックはＪＩＳ規格を用いることが必要である。 

・民間施設の敷地内などでは景観への配慮としてステンレス製などの材料を用いられ

る事例があるが、輝度比が確保できず認識しにくく、かつステンレス製は雨天時に

滑ることがあり、転倒による怪我の原因になる可能性がある。 

・視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色を基本とすることが望ましい。景観に配慮し

た舗装を施した歩道等において、舗装色と誘導ブロックの輝度比が確保できなくな

る場合は、誘導ブロックの両側に輝度比が確保できる色の側帯を設けることが効果

的である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・誘導ブロックと車止めの離隔
距離が不足 

・転倒の危険性あり

車止め、又は、誘導ブロックの
移設による離隔距離の確保 

改善案 

・舗装色との輝度比不足 
・滑って転倒の危険性あり 側帯による輝度比の確保 改善案 

設計段階で、車止めと視覚障害者誘導用
ブロックとの離隔距離の確保の視点が欠
如していた。また、施工時にも、施主・
施工業者ともに理解不足のため、不具合
が生じていることにも気付かず設置して
いた。 

車止めの効果が発揮されるよう設置間隔
が適切になるように移設を検討するな
ど、視覚障害者誘導用ブロックとの離隔
距離を確保できるよう、検討し改修を行
う必要がある。また、車止めの形状や材
質、視認性向上についても配慮する必要
がある。 

設計者が、視覚障害には全盲のほか、視
覚情報をある程度使えるロービジョンの
方も含まれることの認識不足により、目
視でも認識しやすいようにする配慮が不
足していた。 

ロービジョンの方にも認識しやすい色の
視覚障害者誘導用ブロックを用いること
や、周辺の舗装材との輝度比を確保する
必要がある。輝度比の確保が難しい場合
には側帯を設けることが効果的である。 
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４-２ 障害特性別の配慮事項 

４-２-１ 旅客施設 

（１）ホーム 

【まちあるき点検での区民意見】 凡例：良い点（○）、改善点（△） 

○視覚障害者誘導用ブロックが連続しており、分かりやすい。 

△内方線付き点状ブロックが無かった。 

△ホームと車両との段差が少しあった。 

△ホームドアが設置されると良い。 

・・・・・ 

【配慮事項】肢：肢体不自由、視：視覚障害者、聴：聴覚障害者、高：高齢者等（ベビー

カー利用者・その他） 

視覚障害者誘導用ブロック：視 

 

内方線付き点状ブロック：視 

 

ホームドアの設置：肢・視・高 

 

音声案内：視・高 

 

電光掲示板：聴 

 

案内サイン：聴・高 

 

ホームと車両の段差解消：肢・高 

 

 

  

本節では、まちあるき点検での主な意見を項目ごとに分類整理しています。意見の精

査や配慮事項の記載内容については、令和６年度にかけて引き続き検討していきます。 
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（２）改札 

【まちあるき点検での区民意見】 凡例：良い点（○）、改善点（△） 

○幅員の広い改札がある。 

○聴覚障害者に配慮して、筆談対応の表示をしている。 

△精算機の下には蹴込みが無いので、車いすでは使用できない（奥行き600ｍｍ）。 

△券売機の画面が車いすからだと見えづらい。 

△券売機の人数ボタンの絵を浮き彫りにするなど、触って分かるような表示にしても

らえると良い。 

・・・・・ 

【配慮事項】肢：肢体不自由、視：視覚障害者、聴：聴覚障害者、高：高齢者等（ベビー

カー利用者・その他） 

券売機・精算機：肢（車いす使用者）・視 

 

改札（自動改札・有人改札）：肢（車いす使用者）・高（ベビーカー利用者）・視 

 

 

（３）トイレ 

【まちあるき点検での区民意見】 凡例：良い点（○）、改善点（△） 

○出入口に段差が無いのは良い。 

○洗面台の水道は自動で良い。 

△出入口がやや狭い。 

△トイレ前の通路が狭いので、一般トイレの利用者とぶつかる。 

△多機能トイレのスペースは車いすの転回は出来たが、壁にぶつかりやや狭い。 

△大人の障害者でも使えるベッドがほしい。 

△水を流すボタンの位置は分かりやすいが、「流す」の文字が消えて見えないので、非

常ボタンと間違いそうになる。 

△男子トイレにベビーチェアが無い。 

△視覚障害者は流すボタンと非常ボタンを押し間違えてしまうので、非常ボタンには

紐などを設置してほしい。 

△一般トイレには警告ランプや非常ボタンが設置されていないが、聴覚障害者が緊急
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時に視覚的に情報を得られるツールはあるのか。また、助けに来てもらえるかどう

か知る方法がない。 

・・・・・ 

【配慮事項】肢：肢体不自由、視：視覚障害者、聴：聴覚障害者、高：高齢者等（ベビー

カー利用者・その他） 

トイレの出入口・通路：肢 

 

案内設備：視・聴 

 

トイレ内の設備・配置：肢・視・聴・高 

 

安全対策：視・聴 

 

 

（４）上下移動施設（階段・エレベーター・エスカレーター） 

【まちあるき点検での区民意見】 凡例：良い点（○）、改善点（△） 

○階段の手すりに点字プレートがあり、行先がわかって良い。 

○エスカレーター乗降部は平坦部が長く乗りやすい。 

△階段の２段手すりが片側だけなので、両側とも2段手すりにしてほしい。 

△エスカレーターに点字や音声案内がなかった。 

△エレベーターのボタンに点字があるが、ボタンの上ではなく横に表示してほしい（上

だと誤って押してしまう）。 

・・・・・ 

【配慮事項】肢：肢体不自由、視：視覚障害者、聴：聴覚障害者、高：高齢者等（ベビー

カー利用者・その他） 

階段・手すり：視・高 

 

エレベーター：肢・視・高 

 

エスカレーター：視・高 
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４-２-２ 道路 

（１）歩道（幅員・勾配・段差等） 

【まちあるき点検での区民意見】 凡例：良い点（○）、改善点（△） 

△植栽帯から木がはみ出し、歩道を狭めている箇所があるので、定期的な剪定が必要

である。 

△赤羽ふれあい館と道路との境界部に溝があり危険である。白杖がはまってしまう。 

△横断歩道接続部の段差と傾斜がかなり大きい。 

△広場と道路の境界における段差が目立つ。 

△自転車と歩行者をわけてほしい。 

・・・・・ 

【配慮事項】肢：肢体不自由、視：視覚障害者、聴：聴覚障害者、高：高齢者等（ベビー

カー利用者・その他） 

有効幅員：肢・視・高 

 

勾配（縦断勾配・横断勾配）：肢・高（ベビーカー利用者） 

 

交差点部の車道と歩道の段差：肢・視・高 

 

排水設備等の道路上の溝：肢・視 

 

歩行者優先・自転車利用マナー：肢・視・聴・高 
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（２）バス乗降場 

【まちあるき点検での区民意見】 凡例：良い点（○）、改善点（△） 

△バス乗降場に、視覚障害者誘導用ブロックが設置されていない。 

△時刻表や行き先が検索できる情報ボードがほしい。 

△バスロータリー内のバス停への経路がわかりにくい。 

・・・・・ 

【配慮事項】肢：肢体不自由、視：視覚障害者、聴：聴覚障害者、高：高齢者等（ベ

ビーカー利用者・その他） 

案内設備：肢・視・聴・高 

 

 

（３）タクシー乗降場 

【まちあるき点検での区民意見】 凡例：良い点（○）、改善点（△） 

○タクシー乗降場につづくスロープは緩やかでよかった。 

△タクシー乗り場に段差があるので、解消してほしい。 

△乗り場の場所がわかりにくい。 

△駅前広場のタクシー乗り場に上屋が設置されていない。 

△タクシー乗降場は段差があるので不便に感じる人もいるのではないか。UDタクシー

以外では乗降しにくい。また、車いすで車両後部から利用する場合は回ってこない

といけない。 

・・・・・ 

【配慮事項】肢：肢体不自由、視：視覚障害者、聴：聴覚障害者、高：高齢者等（ベビー

カー利用者・その他） 

案内設備：肢・視・聴・高 

 

上屋の設置：肢・視・高 

 

乗降場の歩道と車道の段差：肢・高 
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（４）視覚障害者誘導用ブロック 

【まちあるき点検での区民意見】 凡例：良い点（○）、改善点（△） 

△道路と沿道施設の視覚障害者誘導用ブロックが連続していないところが多い。施設

内に視覚障害者誘導用ブロックを敷設している所に対しては、道路管理者が必ず応

える必要がある。 

△道路と赤羽けやき台公園の視覚障害者誘導用ブロックの連続性を確保する必要があ

る。 

△道路境界部の背の低い車止めが視覚障害者誘導用ブロックのそばに設置されている

ため、視覚障害者が転倒する可能性がある。 

△ステンレス製の視覚障害者誘導用ブロックは、雨天時は滑る可能性がある。 

○視覚障害者誘導用ブロックに5cm程度の側帯が付いて輝度比が確保されていてよい。

しかし、側帯は周囲の舗装の色とも近く、効果が低下するため注意が必要である。 

・・・・・ 

【配慮事項】肢：肢体不自由、視：視覚障害者、聴：聴覚障害者、高：高齢者等（ベビー

カー利用者・その他） 

道路と沿道施設との連続性の確保： 視 

 

滑りにくい材料を用いる： 視・高 

 

視認性の向上： 視 
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４-２-３ 建築物 

（１）出入口・通路 

【まちあるき点検での区民意見】 凡例：良い点（○）、改善点（△） 

○出入口自体は広くて良い。 

△カートやカゴ、花などが置いてあるが、あまり置かない方が良い。 

△両側の出入口にスロープがあるが、カゴを持ってスロープを移動するのは難しいの

で、なるべくフラットにしてほしい。特に奥側の出入口は勾配がきつい。 

△特に勾配の大きい出入口には視覚障害者誘導用ブロックを敷設してほしい。 

・・・・・・ 

【配慮事項】肢：肢体不自由、視：視覚障害者、聴：聴覚障害者、高：高齢者等（ベビー

カー利用者・その他） 

・・・・・ 

 

（２）出入口・通路 

【まちあるき点検での区民意見】 凡例：良い点（○）、改善点（△） 

○出入口や通路幅が広い。 

○出入口に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されている。 

△車いす使用者には出入口が狭い。 

△放置自転車が多く、車いす使用者だと通りにくい。 

・・・・・・ 

【配慮事項】肢：肢体不自由、視：視覚障害者、聴：聴覚障害者、高：高齢者等（ベビー

カー利用者・その他） 

・・・・・ 
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（３）トイレ 

【まちあるき点検での区民意見】 凡例：良い点（○）、改善点（△） 

○オストメイトが設置されていた。 

△おむつ交換台が小さいので、立てるこどものおむつ交換にも使えるようなチェンジ

ングボードがあると尚良い。 

△身障者用の大型ベッドがあると良い。 

・・・・・ 

【配慮事項】肢：肢体不自由、視：視覚障害者、聴：聴覚障害者、高：高齢者等（ベビー

カー利用者・その他） 

・・・・・ 

 

（４）上下移動施設（階段・エレベーター・エスカレーター） 

【まちあるき点検での区民意見】 凡例：良い点（○）、改善点（△） 

○階段の手すりに点字による案内がある。 

△階段の下2段分の手すりが片側しか設置されていない。両側に設置してほしい。 

△階段手前の視覚障害者誘導用ブロックが、段差に近すぎるため1枚分離してほしい。 

・・・・・ 

【配慮事項】肢：肢体不自由、視：視覚障害者、聴：聴覚障害者、高：高齢者等（ベビー

カー利用者・その他） 

・・・・・ 

 

（５）案内設備 

【まちあるき点検での区民意見】 凡例：良い点（○）、改善点（△） 

○案内板が設置されている。 

△案内板（点字付き）の位置までの案内誘導がない。 

△各室の案内図がほしい。 

△トイレの案内表示はあったが、多機能トイレがあることは近くまでいかないとわか

らない。 

・・・・・・ 

【配慮事項】肢：肢体不自由、視：視覚障害者、聴：聴覚障害者、高：高齢者等（ベビー

カー利用者・その他） 

・・・・・ 
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（６）駐車場 

【まちあるき点検での区民意見】 凡例：良い点（○）、改善点（△） 

△車いす使用者用駐車スペースが狭く、また1台分しかない。大きな店舗なので2台以

上あってもよいのではないか。 

△自動車の出入りを知らせる音声があると良い。 

△車いす使用者用駐車場を示すマークが設置されていない。 

・・・・・ 

【配慮事項】肢：肢体不自由、視：視覚障害者、聴：聴覚障害者、高：高齢者等（ベビー

カー利用者・その他） 

・・・・・ 
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４-２-４ 都市公園 

（１）出入口・園路 

【まちあるき点検での区民意見】 凡例：良い点（○）、改善点（△） 

△出入口には車止めとアーチ状の車いすゲートが設置されており、車いす使用者や視
覚障害者は通りにくい。 

△出入口にゴミ捨て用の籠があり、通行の妨げになっている。 

△車止めのために出入口に二重に柵を設けているとのことだが、１箇所自転車やバイ
クが侵入できる出入口があった。 

・・・・・ 

【配慮事項】肢：肢体不自由、視：視覚障害者、聴：聴覚障害者、高：高齢者等（ベビー

カー利用者・その他） 

・・・・・ 

 

（２）トイレ 

【まちあるき点検での区民意見】 凡例：良い点（○）、改善点（△） 

△だれでもトイレがないので、設置した方が良い。 

△男女ともに和式トイレが一つあるだけなので、洋式トイレにしてほしい。 

△トイレ内は昼間でも暗くて使いづらい。 

△トイレの出入口に段差がある。 

・・・・・ 

【配慮事項】肢：肢体不自由、視：視覚障害者、聴：聴覚障害者、高：高齢者等（ベビー

カー利用者・その他） 

・・・・・ 

 

（３）遊具 

【まちあるき点検での区民意見】 凡例：良い点（○）、改善点（△） 

○遊具周りはやわらかい舗装で整備されていて素晴らしい。安心して子供が遊べる。 

○子供が遊べる滑り台と、子供と大人が一緒に遊べる滑り台が別々で整備されていた。 

△大人と子供が一緒に遊べるなど、何がインクルーシブなのか説明の案内がほしい。 

・・・・・ 

【配慮事項】肢：肢体不自由、視：視覚障害者、聴：聴覚障害者、高：高齢者等（ベビー

カー利用者・その他） 

・・・・・ 
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（４）休憩施設 

【まちあるき点検での区民意見】 凡例：良い点（○）、改善点（△） 

△休憩スペースにはゴミが散乱していて汚い。 

△ベンチが少なく感じた。 

・・・・・ 

【配慮事項】肢：肢体不自由、視：視覚障害者、聴：聴覚障害者、高：高齢者等（ベビー

カー利用者・その他） 

・・・・・ 

 

（５）案内設備 

【まちあるき点検での区民意見】 凡例：良い点（○）、改善点（△） 

○公園の案内マップがカラフルで、子供でもわかりやすい。 

○触知案内図が設置されていた。 

△触知案内図の位置がわかるよう、音声案内設備を設置してほしい。 

□時計のコントラストについて、黒の下地に白文字表示にならないか。 

・・・・・ 

【配慮事項】肢：肢体不自由、視：視覚障害者、聴：聴覚障害者、高：高齢者等（ベビー

カー利用者・その他） 

・・・・・ 
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４-２-５ 信号機等 

（１）信号機 

【まちあるき点検での区民意見】 凡例：良い点（○）、改善点（△） 

△音響式信号機や時間表示式信号機を設置してほしい。 

△青時間が短く渡りきれない信号がある。 

・・・・・・ 

【配慮事項】肢：肢体不自由、視：視覚障害者、聴：聴覚障害者、高：高齢者等（ベビー

カー利用者・その他） 

・・・・・ 

 

（２）横断歩道 

【まちあるき点検での区民意見】 凡例：良い点（○）、改善点（△） 

○横断歩道上のブロック（エスコートゾーン）は視覚障害者の方が方向を把握できて

良い。 

△王子駅前など、エスコートゾーンが劣化しているところが多い。 

・・・・・・ 

【配慮事項】肢：肢体不自由、視：視覚障害者、聴：聴覚障害者、高：高齢者等（ベビー

カー利用者・その他） 

・・・・・ 
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  今後の展開 
 

●まちあるき点検の継続 

・今後も区民部会による「まちあるき点検」を継続的に実施し、知見の更新・拡充を行い

ます。 

 

●知見集の活用や水平展開 

・知見集については、関係事業者に周知し、基本構想に定める「共通の配慮事項」とあわ

せて、それぞれの事業推進の中で配慮した取組を実施していただけるよう協力を依頼

していきます。 

・まちあるき点検から得られた知見については、関係事業者が参加する協議会を通じて

共有し、知見の水平展開を図ります。 

 

●当事者との意見交換機会の創出 

・当事者目線に立った整備を実現するためには、当事者の意見を直接聞くことが最も有

効です。積極的に障害当事者等との意見交換の機会を設けていただきたいと思います。 

・特に大規模事業や高齢者・障害者・ベビーカー利用者等が多く利用する施設の整備や

改修について、基準やガイドラインを確認しても整備手法に迷う部分がある場合など

では、積極的に障害当事者等との意見交換の機会を設けるよう、協議会を通じて働き

かけを行います。 

・各整備の段階で当事者参加による効果は異なるため、事業の状況に応じ複数回の点検

や意見交換がされることが望ましいです。 
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 参考資料 
 

これまでのまちあるき点検施設 
年度 地区 区分 確認箇所・施設名 

平成 27 年度 - 

旅客施設 
JR 王子駅 
東京メトロ王子駅 

道路 

王子駅周辺、権現坂、北本通り、区道 2、区役
所通り、カルチャーロード、明治通り、北とぴ
あ前、区道 1、都電荒川線横断部、音無橋エレ
ベーター 

建築物 区役所 

都市公園 
アスカルゴ（飛鳥山公園） 
王子駅前公園 
音無親水公園 

平成 28 年度 赤羽地区 

旅客施設 

JR 赤羽駅（駅前広場含む） 
東京メトロ赤羽岩淵駅 
東京メトロ志茂駅 
JR 浮間舟渡駅（駅前広場含む） 
JR 北赤羽駅（駅前広場含む） 

道路 
赤羽交差点 
その他道路 

建築物 

赤羽区民事務所 
赤羽ふれあい館 
元気ぷらざ 
赤羽文化センター 
赤羽郵便局 
赤羽中央総合病院 
イオン赤羽北本通り店 
イトーヨーカドー赤羽店 
三菱東京 UFJ 銀行赤羽駅前支店 
赤羽北区民センター 
浮間図書館 
ライフ北赤羽店 
ライフアクトピア北赤羽店 
マルエツ浮間舟渡店 

都市公園 
赤羽緑道公園 
赤羽台公園 
都立浮間公園 

平成 29 年度 
滝野川地
区 

旅客施設 

ＪＲ板橋駅（駅前広場含む） 
都電滝野川一丁目停留場 
ＪＲ尾久駅（駅前広場含む） 
都電荒川車庫前停留場 
東京メトロ西ケ原駅 
ＪＲ上中里駅 
ＪＲ田端駅（駅前広場含む） 
ＪＲ駒込駅 

道路 霜降銀座商店街 



 

21 

年度 地区 区分 確認箇所・施設名 
駒込銀座商店街 
その他道路 

建築物 

北区役所滝野川分庁舎 
滝野川西分室 
滝野川東区民センター 
昭和町区民センター 
滝野川区民事務所 
東田端分室 
東田端ふれあい館 
防災センター・滝野川体育館 
田端文士村記念館 
花と森の東京病院 
東京東信用金庫滝野川支店 
城北信用金庫尾久駅前支店 
コモディイイダ滝野川店 
ホテルメッツ田端 

都市公園 
滝野川公園 
都立旧古河庭園 
西中里公園 

平成 30 年度 王子地区 

旅客施設 

ＪＲ十条駅（駅前広場含む） 
ＪＲ東十条駅 
東京メトロ王子神谷駅 
東京メトロ王子駅 
ＪＲ王子駅（駅前広場含む） 
都電王子駅前停留場 

道路 
北本通り、東十条商店街、王子駅前交差点、権
現坂、音無橋付近、紅葉橋交差点、豊島五丁目
団地前、コミュニティ道路等 

建築物 

東十条区民センター 
上十条区民センター 
豊島区民センター 
北区役所第一庁舎 
北とぴあ 
王子区民センター 
都立北療育医療センター 
育ち愛ほっと館 
中央図書館 
中央公園文化センター 
たいよう事業所（旧豊島北中学校） 
飛鳥山博物館 
中央総合病院 
みずほ銀行十条支店 
王子郵便局 
城北信用金庫梶原支店 
ダイエー豊島団地店 
ホームセンターコーナン 
王子堀船店 
サンスクエア（東武ストア王子店） 

都市公園 堀船公園 
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年度 地区 区分 確認箇所・施設名 
飛鳥山公園 
王子駅前公園 

令和元年度 
赤羽地
区・NTC
周辺 

道路 

赤–05：赤羽並木通り（赤羽台トンネル脇エレ
ベーター）、赤–22：東本通り、赤–39：赤羽
体育館前、浮–01：赤羽並木通り、生活関連経
路（袋小学校通学路：ゾーン 30）、桐–03、
07、08、11、生活関連経路：ROUTE、
2020 トレセン通り及び周辺道路 

建築物 

赤羽北さくら荘 
（旧北園小学校：特別養護老人ホーム・認可保
育所） 
赤羽体育館 
ナショナルトレーニングセンター 
屋内トレーニングセンター・イースト 

その他 赤羽駅東口公衆トイレ 

令和 2 年度 
滝野川地
区 

旅客施設 
JR 板橋駅 
JR 駒込駅（東口） 

道路 
JR 板橋駅東口駅前広場 
北 70 号、北 353 号 
JR 田端駅北口駅前広場 

建築物 
滝野川第二小学校 
田端文士村記念館 
ホテルメッツ田端 

令和 3 年度 王子地区 

道路 生活関連経路：十–04、07 

建築物 

十条台区民センター（十条台ふれあい館・十条
台地域振興室・十条台子どもセンター・障害者
福祉センター・十条台高齢者あんしんセンタ
ー） 
北区立いきがい活動センター「きらりあ北」 
都立北療育医療センター 
中央公園文化センター 
みずほ銀行王子支店 

都市公園 中央公園・中央公園運動場 

令和 4 年度 赤羽地区 
道路 赤–03、05、22、34 
都市公園 赤羽台けやき公園（新設） 

令和 5 年度 
赤羽地区 

道路 赤-03 
建築物 医療法人財団逸生会大橋病院 

滝野川地
区 

建築物 滝野川体育館 
都市公園 滝野川公園 

 

 


